
条

約

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
三
章

改
正
及
び
修
正

第
二
十
五
条

こ
の
改
正
協
定
の
改
正

第
二
十
六
条

総
会
に
よ
る
特
定
の
規
定
の
修
正

第
四
章

最
終
規
定

第
二
十
七
条

こ
の
改
正
協
定
の
当
事
者
と
な
る
た
め
の
手
続

第
二
十
八
条

批
准
及
び
加
入
の
効
力
発
生
の
日

第
二
十
九
条

留
保
の
禁
止

(xvi)

「
官
庁
」
と
は
、
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
意
匠
の
保
護
の
付
与
に
つ
い
て
当
該
締
約
国
に

よ
っ
て
責
任
を
与
え
ら
れ
た
機
関
を
い
う
。

(xvii)

「
審
査
官
庁
」
と
は
、
意
匠
の
保
護
を
求
め
る
出
願
に
つ
い
て
、
当
該
意
匠
が
少
な
く
と
も
新
規
性
の
条
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
職
権
に
よ
り
審
査
す
る
官
庁
を
い
う
。

意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
二
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

条
約
第
二
号

意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定

目
次序

第
一
条

略
称

第
二
条

締
約
国
の
法
令
及
び
特
定
の
国
際
条
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
他
の
保
護
の
適
用

第
一
章

国
際
出
願
及
び
国
際
登
録

第
三
条

国
際
出
願
を
す
る
資
格

第
四
条

国
際
出
願
を
す
る
た
め
の
手
続

第
五
条

国
際
出
願
の
内
容

第
六
条

優
先
権

第
七
条

指
定
手
数
料

第
八
条

不
備
の
補
正

第
九
条

国
際
出
願
の
出
願
日

第
十
条

国
際
登
録
、
国
際
登
録
の
日
、
公
表
及
び
国
際
登
録
の
秘
密
の
写
し

第
十
一
条

公
表
の
延
期

第
十
二
条

拒
絶

第
十
三
条

意
匠
の
単
一
性
に
関
す
る
特
別
の
要
件

第
十
四
条

国
際
登
録
の
効
果

第
十
五
条

無
効

第
十
六
条

国
際
登
録
に
関
す
る
変
更
そ
の
他
の
事
項
の
記
録

第
十
七
条

国
際
登
録
の
最
初
の
期
間
及
び
更
新
並
び
に
保
護
の
存
続
期
間

第
十
八
条

公
表
さ
れ
た
国
際
登
録
に
関
す
る
情
報

第
二
章

管
理
規
定

第
十
九
条

二
以
上
の
国
の
共
通
の
官
庁

第
二
十
条

ハ
ー
グ
同
盟
の
構
成
国

第
二
十
一
条

総
会

第
二
十
二
条

国
際
事
務
局

第
二
十
三
条

財
政

第
二
十
四
条

規
則

第
三
十
条

締
約
国
が
行
う
宣
言

第
三
十
一
条

千
九
百
三
十
四
年
改
正
協
定
及
び
千
九
百
六
十
年
改
正
協
定
の
適
用

第
三
十
二
条

こ
の
改
正
協
定
の
廃
棄

第
三
十
三
条

こ
の
改
正
協
定
の
言
語
及
び
署
名

第
三
十
四
条

寄
託
者

序
第
一
条

略
称

こ
の
改
正
協
定
の
適
用
上
、

「
ハ
ー
グ
協
定
」
と
は
、
意
匠
の
国
際
寄
託
に
関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
（
そ
の
名
称
を
意
匠
の
国
際
登
録
に
関

す
る
ハ
ー
グ
協
定
と
改
め
る
。）を
い
う
。

「
こ
の
改
正
協
定
」
と
は
、
今
回
の
改
正
協
定
に
定
め
る
ハ
ー
グ
協
定
を
い
う
。

「
規
則
」
と
は
、
こ
の
改
正
協
定
に
基
づ
く
規
則
を
い
う
。

「
所
定
の
」
と
は
、
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

「
パ
リ
条
約
」
と
は
、
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
に
パ
リ
で
署
名
さ
れ
、
そ
の
後
改
正
さ
れ
、
及
び
修

正
さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
パ
リ
条
約
を
い
う
。

「
国
際
登
録
」
と
は
、
こ
の
改
正
協
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
意
匠
の
国
際
登
録
を
い
う
。

「
国
際
出
願
」
と
は
、
国
際
登
録
の
た
め
の
出
願
を
い
う
。

「
国
際
登
録
簿
」
と
は
、
こ
の
改
正
協
定
又
は
規
則
が
記
録
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
又
は
認
め
る
国
際
登
録

に
関
す
る
情
報
を
公
式
に
集
積
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
事
務
局
が
保
管
す
る
も
の
を
い
い
、
当
該
情
報
が

蓄
積
さ
れ
る
媒
体
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。

「
者
」
と
は
、
自
然
人
又
は
法
人
を
い
う
。

「
出
願
人
」
と
は
、
自
己
の
名
に
お
い
て
国
際
出
願
を
す
る
者
を
い
う
。

(xi)

「
名
義
人
」
と
は
、
自
己
の
名
に
お
い
て
国
際
登
録
が
国
際
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。

(xii)

「
政
府
間
機
関
」
と
は
、
第
二
十
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
と
な
る
資
格
を
有

す
る
政
府
間
機
関
を
い
う
。

(xiii)

「
締
約
国
」
と
は
、
こ
の
改
正
協
定
を
締
結
し
て
い
る
国
又
は
政
府
間
機
関
を
い
う
。

(xiv)

「
出
願
人
の
締
約
国
」
と
は
、
出
願
人
が
一
の
締
約
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
第
三
条
に
規
定
す
る
条
件
の

少
な
く
と
も
一
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
国
際
出
願
を
す
る
資
格
の
取
得
の
根
拠
と
す
る
当
該
一
の
締
約

国
を
い
い
、
ま
た
、
出
願
人
が
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
際
出
願
を
す
る
資
格
の
取
得
の
根
拠
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
締
約
国
が
二
以
上
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
締
約
国
の
う
ち
、
国
際
出
願
に
お
い
て
表
示
さ
れ

た
一
の
締
約
国
を
い
う
。

(xv)

「
締
約
国
の
領
域
」
と
は
、
国
で
あ
る
締
約
国
に
つ
い
て
は
そ
の
領
域
、
政
府
間
機
関
に
つ
い
て
は
そ
の
政

府
間
機
関
を
設
立
す
る
条
約
が
適
用
さ
れ
る
領
域
を
い
う
。




		2015-02-17T15:11:18+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




